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２００７年７月５日  
 

「バリアフリー新法」にもとづく「基本構想」策定の住民提案について 
 
土浦市長 中川 清 様 
 
 
  バリアフリー新法にもとづく基本構想の策定を実現させる会（アイウエオ順） 
 

   ・秋元 昭臣（バリアフリーなマリンスポーツコミュニティー「セイラビリティー土浦」代表）  
   ・井坂 正典（ＮＰＯ法人いきいきネットワーク事務局長） 
   ・今福 義明（ＤＰＩ日本会議常任委員交通問題担当） 
      ・尾崎 征生（土浦市手をつなぐ育成会会長） 
   ・金子 和雄（コミュニティバスを考える会代表） 
   ・館 二千雄（青い芝の会土浦支部代表） 
   ・中村 洋子（介護保険と福祉を考える女性の会代表） 
      ・深山  謙治（土浦市高齢者生きがい施設いきいき館「たいこ橋」館長） 
      ・村山 一人（土浦視覚障害者福祉協会会長）                                                      
  （連絡先）滝野嘉津子（東京～土浦間の遠距離介護者 300-0043 土浦市中央二丁目１３-１ 宮本方） 
              メール cosumosu@mbm.nifty.com  (携帯）090-1030-8265（滝野） 

 
 日本一住みやすい やすらぎと活力のある「新しい土浦」の創造をめざし、「市民主体」と「協働」を今
後のまちづくりの基本として奮闘されている 市長ならびに市の職員のみなさんに敬意を表します。 
 
 私たちは昨年暮れ制定された「バリアフリー新法」にもとづき、住民提案をおこなうことを呼びかけて

まいりましたが、下記（趣旨・内容）のもとに 集まった提案者は ２３５名（2007 年６月 30 日現在）。 
一日も早い当事者参画の基本構想づくりが開始されることを願い提案者名簿とともに提出いたします。 
 

（住民提案の趣旨・内容） 
 
 高齢化社会の到来とともに、障がいを持つ人も高齢者も誰もが地域でごく当たり前の生活ができる「ノ
ーマライゼーション」社会の実現は市民みんなの願いです。このノーマライゼーション社会を、交通施設
において促進するものとして 2000年に、｢高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化
の促進に関する法律（交通バリアフリー法)」が制定されました。この法律により、ＪＲ常磐線に大型トイ
レ付きで車いすスペースを有する新型車輌が走り、土浦駅にもエレベーターやエスカレーター、多機能ト
イレが設置され、駅周辺は視覚障がい者用の誘導・警告ブロックも敷設。駅前のバス停からはノンステッ
プバスが走り出しました。 
 
 高齢者や障がい者が外出しやすくなったことは事実ですが、基準にそってつくられたバリアフリー施設
・設備に思わぬ危険が潜んでいたり、それらの設備が十分に目的を果たせない落とし穴もありました。企
画から施工までの段階で、利用者である障がい者や高齢者の生活現場での使い勝手が十分に検証されてい
なかったり、当事者参画が十分になされてこなかったことに起因するものと思われます。 
 また、土浦市でも、駅とその周辺の道路、信号機などを一体的にバリアフリー化する「基本構想」が作
成されてこなかったことで、これらの問題点が出てきたとも考えられます。 
 昨年暮れには、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充し、より総合的・一体的な法制度を構
築するため「バリアフリー新法」が制定されました。施設の対象範囲が拡がったほか基本構想制度も地区
と対象施設の範囲が拡充し、基本構想策定の当事者参加について法律上の根拠も明記され、知的・精神・
内部障がい者を含むすべての障がい者が本法の対象であることが明確にもなりました。 
 
 交通バリアフリー法の公共交通事業者等に加え、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等を規
定し、高齢者、障がい者が日常生活や社会生活において利用する施設を面的にとらえ、幅広い生活関連施
設のバリアフリー化をすすめていくことを目的としています。 
 さらに、当事者参画のための制度を法律上明確に位置づけるために、基本構想を作成するにあたって、
市区町村の調整促進機能の強化―協議の場の設定を法的に担保し、基本構想を策定する市区町村の取り組
みを促すよう、利用者・住民等による基本構想の作成についての提案制度を設け、当事者のニーズをより
いっそう反映したバリアフリー化をすすめることが期待されています。 
 以上の背景のなか私たちは、土浦市へ「バリアフリー新法」に基づく下記・基本構想策定を求めます。 
 
１、土浦市における一つ目の基本構想策定は、高齢者・障がい者がよく利用し、観光客も多い土浦駅周辺～
土浦港、ショッピングモール５０５～亀城公園までを一体的に整備するものであること。 
 

２、「基本構想策定・推進」は、企画から現場の調査、施工、事後評価に至るまで高齢者・障がい者等当事者
が深く関与できる参画の仕組みをつくること。 
 

３、ユーザーエキスパート（※）や、参加したい人すべてが参加できる公募の仕組みをつくること。 
  ※ 自分自身や近親者が障がいを持っている等の理由でバリアフリーに詳しい方。          （ 以 上 ） 

 


